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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】現場での部品管理や装着時の手間等が増すこと
なく、コストアップを抑制することができ、しかも強い
横揺れに対しても充分な防振（防震）性を発揮する配管
吊下支持具を提供する。
【解決手段】取付面２に吊下固定される吊りボルト３に
、吊下接続部材３１を介してバンド端部１３を接続する
ことにより１点吊下支持が可能であると共に、取付面か
ら斜めに吊下げられる斜め吊下支持杆４を接続すること
により１点斜め支持又は複数点斜め支持が付加される構
成において、バンド抱持部１１には、円環方向に長孔部
が形成されており、この長孔部の円環方向の任意の位置
に、前記斜め吊下支持杆の他端が接続される掛止部１４
が取付可能であり、該掛止部が、棒状体、板状体、又は
板状と棒状との組合せ、のいずれかの形状を有する構成
であること、を特徴とする配管吊下支持具１。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
配管を抱持するバンド抱持部と該バンド抱持部の上端部に連接されたバンド端部を有して
成る配管支持具であり、
天井スラブ等の取付面に吊下固定される吊りボルトに、タンバックルの如き吊下接続部材
を介して前記バンド端部を接続することにより前記取付面から略鉛直状態で１点吊下支持
が可能であると共に、
前記取付面に一端が固定されて斜めに吊下げられる１本又は複数本の斜め吊下支持杆の他
端を接続することにより前記取付面から１点斜め支持又は複数点斜め支持が付加される構
成の配管吊下支持具において、
　バンド抱持部には、円環方向に長孔部が形成されており、
この長孔部の円環方向の任意の位置に、前記斜め吊下支持杆の他端が接続される掛止部が
取付可能であり、
該掛止部が、棒状体、板状体、又は板状と棒状との組合せ、のいずれかの形状を有する構
成であること、
を特徴とする配管吊下支持具。
【請求項２】
前記掛止部が、Ｌ字状又はＴ字状を有し、Ｌ字又はＴ字の横線部分が前記長孔部に掛止取
付する構成であると共に、Ｌ字又はＴ字の縦線部分に斜め吊下支持杆の他端が接続する構
成であることを特徴とする請求項１に記載の配管吊下支持具。
【請求項３】
前記掛止部が、バンド抱持部の内側から前記長孔部に挿通されて掛止する構成であること
を特徴とする請求項１又は２に記載の配管吊下支持具。
【請求項４】
Ｌ字状又はＴ字状を有する掛止部が、Ｌ字又はＴ字の横線部分をバンド抱持部の外側から
前記長孔部に挿通した後に該掛止部を略９０度回動するように捻ることにより、Ｌ字又は
Ｔ字の横線部分を前記長孔部の内縁に掛止する構成であることを特徴とする請求項２に記
載の配管吊下支持具。
【請求項５】
前記掛止部が、バンド抱持部の長孔部に圧入固定又は嵌合固定する構成であることを特徴
とする請求項１～４のいずれかに記載の配管吊下支持具。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は配管吊下支持具に関し、詳しくは天井スラブ等の取付面に、水道管、ガス管、冷
・暖房管等の各種配管を２点又は複数点吊下支持する配管吊下支持具に関する。
【背景技術】
【０００２】
天井スラブ等の取付面に吊りボルト等の支持部材による吊下支持に加えて前記取付面から
斜めに垂設した１本又は２本の吊下支持杆を付加すること等によって２点支持乃至は３点
吊下支持したり、或いは２本の吊下支持杆によって２点吊下支持することで防振（防震）
構造とした技術としては、例えば、特許文献１～３に記載のもの等が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１５０４５２号
【特許文献２】登録実用新案第３１４８３６１号
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
特許文献１に示す技術では、従来構成のままの既存のタンバックル及び配管支持具に装着
することで３点吊下支持可能な技術であるが、他部材である２枚の板状部材を強固に固定
することを必須とする構成であるため、部品点数の増加に加えて装着時に手間がかかり作
業性の点でも問題点を有している。
【０００５】
特許文献２に示す技術は、配管支持具のバンド抱持部の外面に吊下支持杆との係合部が設
けられているため、バンド抱持部に別部材を強固に止着付加する加工が必要であり、配管
支持具のコストが上昇するという問題点を有している。
【０００６】
以上のことから、現場での部品管理や装着時の手間等が増すことなく、コストアップを抑
制することができる配管吊下支持具の要請があることが判った。
【０００７】
更に本発明者が当該技術について鋭意研究を続けたところ、強い横揺れが発生した場合、
配管を抱持した状態で取付面から吊下げられる配管支持具は、取付面と吊りボルトとの接
続箇所、吊りボルトとタンバックルとの接続箇所、タンバックルと配管支持具との接続箇
所からバンド抱持部の上端部分までの部分、等の箇所に負荷がかかり、特に配管を抱持す
る部分の直上であるバンド抱持部の上端部分に大きな負荷がかかることが判った。
【０００８】
本発明者の研究によれば、強い横揺れが発生した場合、特許文献１に示す技術では、取付
面と吊りボルトとの接続箇所、吊りボルトとタンバックルとの接続箇所については防振（
防震）性を発揮することができ、特許文献２に示す技術では、前記各部に加えてタンバッ
クルと配管支持具との接続箇所、バンド抱持部の上端部については防振（防震）性を発揮
することができるが、バンド抱持部の中間部分から下端部分についての横揺れの抑制につ
いては不充分である場合があることがわかった。
【０００９】
そこで本発明の課題は、現場での部品管理や装着時の手間等が増すことなく、コストアッ
プを抑制することができ、しかも強い横揺れに対しても充分な防振（防震）性を発揮する
ことができる配管吊下支持具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決する本発明は下記構成を有する。
【００１１】
１．配管を抱持するバンド抱持部と該バンド抱持部の上端部に連接されたバンド端部を有
して成る配管支持具であり、
天井スラブ等の取付面に吊下固定される吊りボルトに、タンバックルの如き吊下接続部材
を介して前記バンド端部を接続することにより前記取付面から略鉛直状態で１点吊下支持
が可能であると共に、
前記取付面に一端が固定されて斜めに吊下げられる１本又は複数本の斜め吊下支持杆の他
端を接続することにより前記取付面から１点斜め支持又は複数点斜め支持が付加される構
成の配管吊下支持具において、
　バンド抱持部には、円環方向に長孔部が形成されており、
この長孔部の円環方向の任意の位置に、前記斜め吊下支持杆の他端が接続される掛止部が
取付可能であり、
該掛止部が、棒状体、板状体、又は板状と棒状との組合せ、のいずれかの形状を有する構
成であること、
を特徴とする配管吊下支持具。
【００１２】
２．前記掛止部が、Ｌ字状又はＴ字状を有し、Ｌ字又はＴ字の横線部分が前記長孔部に掛
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止取付する構成であると共に、Ｌ字又はＴ字の縦線部分に斜め吊下支持杆の他端が接続す
る構成であることを特徴とする上記１に記載の配管吊下支持具。
【００１３】
３．前記掛止部が、バンド抱持部の内側から前記長孔部に挿通されて掛止する構成である
ことを特徴とする上記１又は２に記載の配管吊下支持具。
【００１４】
４．Ｌ字状又はＴ字状を有する掛止部が、Ｌ字又はＴ字の横線部分をバンド抱持部の外側
から前記長孔部に挿通した後に該掛止部を略９０度回動するように捻ることにより、Ｌ字
又はＴ字の横線部分を前記長孔部の内縁に掛止する構成であることを特徴とする上記２に
記載の配管吊下支持具。
【００１５】
５．前記掛止部が、バンド抱持部の長孔部に圧入固定又は嵌合固定する構成であることを
特徴とする上記１～４のいずれかに記載の配管吊下支持具。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に示す発明によれば、現場での部品管理や装着時の手間等が増すことなく、コ
ストアップを抑制することができ、しかも強い横揺れに対しても充分な防振（防震）性を
発揮することができる配管吊下支持具を提供することができる。
【００１７】
　特に、斜め吊下支持杆が接続される掛止部が、バンド抱持部の円環方向に形成された長
孔部の任意の位置に取付可能であるため、種々機器や種々様々な配管が錯綜するような設
置場所や狭小スペースであっても斜め吊下支持杆のバンド抱持部への接続位置と接続本数
を適宜選択することが可能である。しかも、バンド抱持部の上端部分のみならず中間部分
や下端部分にも接続可能なため、強い横揺れに対しても充分な防振（防震）性を発揮する
ことができる。
　また、配管支持具は一般に広く用いられている基本構成のものに長孔部を穿つだけで得
ることができ、これに簡易な構成の掛止部を付加するだけの構成であるので低コストで提
供することができる。
【００１８】
　請求項２に示す発明によれば、掛止部が配管設備用資材として調達が容易なＬ字状部材
やＴ字状部材を用いているため低コストで製造可能である。
【００１９】
　請求項３に示す発明によれば、配管抱持前のバンド抱持部の内側から掛止部を長孔部に
挿通して掛止することにより、バンド抱持部に配管を抱持させることによって掛止部のバ
ンド抱持部への掛止部分が抱持した配管の外周面によって押さえつけられて固定されるこ
とになる。従って、掛止部のバンド抱持部への掛止が強固となる。
【００２０】
　請求項４に示す発明によれば、バンド抱持部の外側から掛止部を長孔部に挿通して捻り
回動させるだけで掛止することができ、バンド抱持部に配管を抱持させることによって掛
止部のバンド抱持部への掛止部分が抱持した配管の外周面によって押さえつけられて固定
されることになる。従って、掛止部のバンド抱持部からの脱落を防止することができる。
【００２１】
　請求項５に示す発明によれば、横揺れが発生した場合に長孔部と掛止部との取付部にお
ける微振動を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係る配管吊下支持具の使用状態の一実施例を示す概略正面図（配管軸方
向から見た図）
【図２】図１に示す配管吊下支持具の配管支持具を示す５面図（正面図、平面図、底面図
、左側面図、Ａ－Ａ線断面図）
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【図３】図１に示す配管吊下支持具の掛止部を示す５面図（正面図、平面図、底面図、左
側面図、Ｂ－Ｂ線断面図）
【図４】掛止部のバンド抱持部への取付状態を示す要部概略説明平面断面図
【図５】他の実施例の掛止部のバンド抱持部への取付状態を示す要部概略説明平面断面図
【図６】更に他の実施例の掛止部のバンド抱持部への取付状態を示す要部概略説明平面断
面図
【図７】掛止部の他の実施例を示す左側面図
【図８】掛止部の更に他の実施例を示す左側面図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　次に、添付の図面に従って本発明を実施例に基づき詳細に説明する。
【００２４】
　本発明に係る配管吊下支持具１は、図２に示す配管支持具と図３に示す掛止部とを有す
る構成であり、使用に際しては図１に示すように配管Ｐを抱持した状態で天井スラブ等の
取付面２に固定された吊りボルト３及び斜め吊下支持杆４による防振状態で２点又は３点
以上の吊下支持する際に用いるものである。尚、図１に示す本実施例では、吊りボルト３
による１点吊下支持に加えて、２本の斜め吊下支持杆４による２点斜め吊下支持の計３点
の吊下支持の態様を示している。
【００２５】
  固定支持する種々の配管としては、従来一般的であった鋼管に代わって近年多く用いら
れるようになった合成樹脂管（ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、塩
化ビニル管、プロピレン管、ＡＢＳ管等）の固定支持に本発明は特に有効である。尚、本
発明は合成樹脂管の固定支持に特に有効であるが、従来の鋼管の固定支持も可能であり、
固定支持する配管として鋼管を排除するものではない。
【００２６】
本発明の配管吊下支持具１の具体的構成としては、図１～図３に示すように、
配管Ｐを抱持するバンド抱持部１１と該バンド抱持部１１の上端部に連接されたバンド端
部１３を有して成る配管支持具１０であり、
取付面２に吊下固定される吊りボルト３に、タンバックルの如き吊下接続部材３１を介し
て前記バンド端部１３を接続することにより前記取付面２から略鉛直状態で１点吊下支持
が可能であると共に、
前記取付面２に一端が固定されて斜めに吊下げられる２本の斜め吊下支持杆４の他端を接
続することにより前記取付面から１点斜め支持又は複数点斜め支持（本実施例では２点斜
め吊下支持）が付加される構成において、
　バンド抱持部１１（本実施例では左右一対から成る構成）には、円環方向に長孔部１１
Ａが（本実施例では左右のバンド抱持部１１の各々に）形成されており、
この長孔部１１Ａの円環方向の任意の位置に、前記斜め吊下支持杆４（本実施例では２本
）の他端が接続される掛止部１４（本実施例では２つ）が取付可能であり、
該掛止部１４が、棒状体、板状体、又は板状と棒状との組合せ、のいずれかの形状（本実
施例ではＴ字状の板状体）を有する構成であること、
を主構成とするものである。
【００２７】
  尚、掛止部１４への斜め吊下支持杆４の他端の接続取付構成は、本実施例においては掛
止部１４に設けられた接続用透孔１４Ａに斜め吊下支持杆４の他端を挿通してナット４１
を螺合することによって行われる。
  尚また、符号１５は吊下接続部材３１にバンド端部１３を接続固定するためのボルト・
ナットを示し、符号１２はのバンド抱持部１１の下端部分を接続する組式又は蝶番式（本
実施例では蝶番式）の如き接続部を示す。接続部１２は、蝶番式に代えて組式であっても
よいし、或いは、バンド抱持部１１を接続部１２の無い１本構成とした所謂提灯式の配管
支持具等の公知公用のものを用いてもよい。



(6) JP 2020-122525 A 2020.8.13

10

20

30

40

50

【００２８】
  以下、本発明の構成について更に詳説する。
【００２９】
本発明の配管吊下支持具１のうち、配管支持具１０の部分については、この種の配管支持
具に用いられる材料として公知公用のものを特別の制限なく用いることができ、好ましく
はステンレスやその他の金属製であり、掛止部１４については、配管支持具１０と同様の
部材を用いることができ、好ましくはステンレスやその他の金属製、或いは合成樹脂製で
ある。
【００３０】
　バンド抱持部１１に形成される長孔部１１Ａは、掛止部１４を挿通可能であると共に挿
通した掛止部１４を掛止可能な幅（配管軸方向における幅）であればよい。
【００３１】
掛止部１４は、棒状体、板状体、又は板状と棒状とを組み合わせた形状のいずれかを有し
、好ましくは、Ｌ字状又はＴ字状であって、Ｌ字又はＴ字の横線部分がバンド抱持部１１
の長孔部１１Ａに掛止取付する構成であると共に、Ｌ字又はＴ字の縦線部分に斜め吊下支
持杆４の他端が接続する構成である。図１、図３に示す本実施例の掛止部１４は、Ｔ字状
の板状材構成を有し、Ｔ字の横線部分が長孔部１１Ａの内縁に掛止し、縦線部分が長孔部
１１Ａからバンド抱持部１１の外側に突出した状態で該バンド抱持部１１に取付けられる
構成を有している。掛止部１４の長孔部１１Ａに挿通する部分の幅（配管軸方向における
幅）と長孔部１１Ａの幅（同じく配管軸方向における幅）とを近似する大きさにすること
によって長孔部１１Ａに掛止部１４が圧入固定又は嵌合固定する構成とすれば、横揺れが
発生した場合に長孔部１１Ａと掛止部１４との挿通部分における微振動を抑制することが
できる。
【００３２】
　バンド抱持部１１の長孔部１１Ａへの掛止部１４の取付構成としては、図４に示すよう
に、配管抱持前のバンド抱持部１１の内側から掛止部１４を長孔部１１Ａに挿通して掛止
することにより取付けることが好ましい。かかる取付構成によれば、バンド抱持部１１に
配管Ｐを抱持させることによって掛止部１４のバンド抱持部１１への掛止部分（Ｔ字の横
線部分）が抱持した配管Ｐの外周面によって押さえつけられて固定されることになる。従
って、掛止部１４のバンド抱持部１１からの脱落を防ぐことができる。
【００３３】
　本発明の配管吊下支持具１では、斜め吊下支持杆４が接続される掛止部１４が、バンド
抱持部１１の円環方向に形成された長孔部１１Ａの任意の位置に取付可能であるため、種
々機器や種々様々な配管が錯綜するような設置場所や狭小スペースであっても斜め吊下支
持杆４のバンド抱持部１１への接続位置を適宜選択することが可能である。しかも、バン
ド抱持部１１の上端部分のみならず中間部分や下端部分にも接続可能なため、強い横揺れ
に対しても充分な防振（防震）性を発揮することができる。
【００３４】
　図１に示す本実施例では、左右一対のバンド抱持部１１の各々に１つずつの長孔部１１
Ａが形成され、各々の長孔部１１Ａの中間部分よりやや下の位置に掛止部１４が各々掛止
して取り付けられている。このように長孔部１１Ａの中間部分よりやや下の位置を選択し
て掛止部１４を掛止取付することによりバンド抱持部１１の中間部分より少し下方部分に
斜め吊下支持杆４の他端を接続することができるので、バンド抱持部１１の中間部分から
下端部分についての横揺れを抑制することが可能である。
【００３５】
以上の構成を有する本発明の配管吊下支持具１によれば、斜め吊下支持杆４が接続される
掛止部１４が、バンド抱持部１１の円環方向に形成された長孔部１１Ａの任意の位置に取
付可能であるため、種々機器や種々様々な配管が錯綜するような設置場所や狭小スペース
であっても斜め吊下支持杆４のバンド抱持部１１への接続位置と接続本数を適宜選択する
ことが可能である。しかも、バンド抱持部１１の上端部分のみならず中間部分や下端部分
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にも接続可能なため、強い横揺れに対しても充分な防振（防震）性を発揮することができ
る。
【００３６】
　以上、本発明に係る配管吊下支持具の実施例について説明したが、本発明は上記構成に
限定されず、本発明の範囲内において種々の態様を採ることができる。
【００３７】
　例えば、掛止部１４が取付けられる長孔部１１Ａの位置は、上記実施例では左右のバン
ド抱持部１１の同じ位置であったが、左右の異なる位置であってもよいし、左右のいずれ
か一方のみに掛止部１４を取付ける構成であってもよい。
【００３８】
また、長孔部１１Ａに取付けられる掛止部１４の数も上記実施例の左右１つずつの計２つ
に限らず、左右２つずつ以上であってもよいし、いずれか一方のみ２つ以上であってもよ
い。いずれの構成においても、配管吊下支持具１によって抱持支持する配管Ｐを防振（防
震）可能な態様を適宜選択することができる。
【００３９】
　また、掛止部１４は上記実施例ではＴ字状の板状体構成であったが、Ｌ字状の板状体、
棒状体、又は板状と棒状を組合せた形状であってもよい。図６に示す態様は、Ｌ字状構成
である。
【００４０】
掛止部１４を長孔部１１Ａに掛止するには前記した図４に示す態様ではバンド抱持部１１
の内側から挿通して掛止する構成としていたが、外側から掛止することもできる。
【００４１】
例えば、図５に示すように、掛止部１４を予め９０度回動させた状態で該掛止部１４のＴ
字の横線部分をバンド抱持部１１の外側から前記長孔部１１Ａに挿通した後に該掛止部１
４を略９０度回動するように捻って元の状態に戻すことにより、Ｔ字の横線部分を前記長
孔部１１Ａの内縁に取付けが可能である。
【００４２】
　また、図６に示すように、掛止部１４をバンド抱持部１１の外周面に対して４５度以上
斜めに傾けた状態で該掛止部１４のＬ字の横線部分の先端部分から長孔部１１Ａに挿通し
てＬ字の縦線部分が挿通された後に斜め状態を元の状態に戻すことにより、Ｌ字の横線部
分を前記長孔部１１Ａの内縁に取付けが可能である。
【００４３】
更に、掛止部１４は板状材に限らず棒状体であってもよく、図７に示す態様はＬ字状の棒
状体の構成であり、図８に示す態様はＴ字状の棒状体の構成である。
【符号の説明】
【００４４】
１　配管吊下支持具
１０　配管支持具
　１１　バンド抱持部
　１１Ａ　長孔部
　１２　接続部
　１３　バンド端部
　１４　掛止部
　１４Ａ　接続用透孔
１５　ボルト・ナット
２　取付面
３　吊りボルト
３１　吊下接続部材
４　斜め吊下支持杆
　４１　ナット
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